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令和●年●月●日 
●●税務署 

本日、書面で提出された申告書等を受け付けました。 

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの

一環として、令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行って

おりません。

 申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。 
※  対象となる「申告書等」は、国税庁・国税局・税務署に提出（送付）される全ての文書です。 
申告書等をe-Tax により提出した場合は、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認するこ
とができます。 
その他 e-Tax を利用していない場合も含めて、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法
については、国税庁ホームページをご覧ください。 

（以下のメモ欄は、提出書類の記録等にご使用ください。）

 □        年分        税       申告書 

 □  

 □   

 □   

申告書等の提出事実・提出年月日の確認方法 

申 告 書 等 の控 えへの収 受 日 付 印 の押 なつについて 

○ 申告書等情報取得サービス（オンライン申請可） 
・ 書面申告の場合も、e-Tax を利用して、所得税申告書、青色申告決算書及び収支内訳書のイメージデータ（PDF） 

を取得することができます。 

・ 本手続の利用にはマイナンバーカードが必要となります。 

○ 保有個人情報の開示請求（オンライン申請可）
・ 税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申請書等の内容を確認することができます。 

・ 写しの交付まで約１か月程度かかるほか、手数料が 300 円（オンライン申請の場合は 200 円）かかります。 

・ 法人の申告書等には利用できません。 

○ 税務署での申告書等の閲覧サービス（税務署窓口での対応のみ）
税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。 

○ 納税証明書の交付請求（提出事実のみ）（オンライン申請可）
手数料が税目ごと１年度１枚につき 400 円（オンライン申請の場合は 370 円）かかります。

詳細は国税庁 

ホームページを

ご覧ください 
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（以下のメモ欄は、提出書類の記録等にご使用ください。）

□        年分        税       申告書 

□    

□ 

□ 

□ 

申 告 書 等 の控 えへの収 受 日 付 印 の押 なつについて 

書面で提出された申告書等を受け付けました。 

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環とし

て、令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行っておりません。 

 申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。 

※ 対象となる「申告書等」は、国税庁・国税局・税務署に提出（送付）される全ての文書です。申告
書等を e-Tax により提出した場合は、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認すること
ができます。その他 e-Tax を利用していない場合も含めて、申告書等の提出事実・提出年月日を確
認する方法については、国税庁ホームページをご覧ください。 

国税庁 

郵送用（裏） 

令和●年●月●日  ●●税務署 

詳細は国税庁 

ホームページを 

ご覧ください
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（別紙１）

国税局(所) 都道府県

札幌国税局 北海道

青森県

岩手県

  仙台北・仙台中

秋田県

山形県

福島県

栃木県

群馬県

新潟県

長野県

千葉県

 合同会場（大森・雪谷・蒲田）

山梨県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

三重県

滋賀県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県   高知

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄国税事務所 沖縄県

（注２）【　】書きの税務署は、署外会場を示す。

令和７年３月２日の日曜日に閉庁日対応する税務署名等

  札幌北・札幌南・札幌西・札幌東

仙台国税局

  青森

【盛岡】

宮城県
 合同会場（仙台北・仙台中・仙台南）

 合同会場（秋田南・秋田北）

【福島】

【山形】

 合同会場（鶴見・横浜中・保土ケ谷）

 合同会場（江戸川北・江戸川南）

  甲府

茨城県
【土浦】・竜ケ崎

 合同会場（水戸・日立・太田）

【宇都宮】

【長野】

埼玉県

  川越・【川口】・西川口・所沢・春日部・上尾・【越谷】・朝霞

 合同会場（熊谷・行田）

 合同会場（浦和・大宮）

【新潟】

【前橋】・【高崎】

 合同会場（王子・荒川）

【津】

関東信越国税局

 合同会場（目黒・世田谷・北沢・玉川・渋谷）

 合同会場（練馬東・練馬西）

 合同会場（足立・西新井）

東京国税局

  千葉東・千葉南・千葉西・【市川】・船橋・【木更津】・松戸・【成田】・柏

東京都

  四谷・新宿・【中野】・杉並・荻窪・豊島・板橋・葛飾・八王子・武蔵野・武蔵府中・【町田】・日野・東村山

 合同会場（麹町・神田・日本橋・京橋・芝・麻布・小石川・本郷・東京上野・浅草・本所・向島・江東西・江東東）

 合同会場（品川・荏原）

 合同会場（立川・青梅）

神奈川県

  横浜南・神奈川・戸塚・緑・川崎南・川崎北・川崎西・横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・

  相模原・厚木・大和

金沢国税局

【富山】

  金沢

  福井

名古屋国税局

 合同会場（岐阜北・岐阜南）

静岡県
 合同会場（静岡・清水）

 合同会場（浜松西・浜松東）

愛知県

  豊橋・岡崎・【一宮】・【半田】・【津島】・【豊田】・【小牧】

 合同会場（千種・名古屋中・昭和）

 合同会場（名古屋東・名古屋北・尾張瀬戸）

 合同会場（名古屋西・名古屋中村・熱田・中川）

 合同会場（刈谷・西尾）

  和歌山

広島国税局

【鳥取】

【松江】

 合同会場（岡山東・岡山西・西大寺・瀬戸）

 合同会場（広島東・広島南・広島西・広島北）

【山口】

大阪国税局

合同会場（大津・草津）

京都府
  宇治

 合同会場（上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見）

大阪府

  豊能・【吹田】・枚方・茨木・八尾・【富田林】・【門真】・東大阪

 合同会場（大阪福島・西・港・天王寺・浪速・西淀川・東成・生野・旭・城東・阿倍野・住吉・

東住吉・西成・東淀川・北・大淀・東・南）

 合同会場（奈良・葛城）

 合同会場（堺・泉大津）

 合同会場（岸和田・泉佐野）

兵庫県

【姫路】・【尼崎】・明石・【伊丹】・【加古川】

 合同会場（灘・兵庫・長田・須磨・神戸）

 合同会場（西宮・芦屋）

高松国税局

【徳島】

【高松】

  松山

福岡国税局

福岡県

  香椎・【西福岡】

 合同会場（門司・若松・小倉・八幡）

 合同会場（博多・福岡）

【佐賀】

 合同会場（那覇・北那覇）

228署

（注１）合同会場では、（　）内の税務署管内の納税者の申告書の収受を行う。

【長崎】

熊本国税局

【熊本西】・熊本東

【大分】

【宮崎】

【鹿児島】
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国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ
～倫理の保持に御協力ください～

金銭や物品の贈与金銭や物品の贈与

あなたにとって利害関係者に該当するかは裏面をご覧ください！

国家公務員は、法令により利害関係のある事業者の皆様から以下の行為を受けることが禁止されて

います。国家公務員自身が襟を正すことはもちろんですが、 事業者の皆様におかれましても、 御理

解・ 御協力をお願いします。

たとえ祝儀や香典という名目であっても違反

国家公務員本人との関係でない場合（ 例えば国家公務員の配偶者が知人で、祝儀を出すなど）はＯＫ

酒食等のもてなし（ 接待）酒食等のもてなし（ 接待）

公務員が職務として出席した会議で、弁当などの簡素な飲食物を出す場合はOK

多数の者が出席する立食パーティーで無料で飲食物を提供する場合はOK

割り勘で飲食を共にする場合はOK

※国家公務員が自身の費用を確認するため、会計金額等を確認する場合がありますので、御協力をお
願いします。

車での送迎など、無償でのサービスの提供車での送迎など、無償でのサービスの提供

職務で来た公務員を、周辺の交通事情等から相当と認められる範囲で、日常的に使用している自動車
（ 社用車など）により送迎する場合はOK

一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること

公務員が自身の費用を負担した場合も違反

無償での物品や不動産の貸付け無償での物品や不動産の貸付け

訪問を受けた際などに、文房具等を貸す場合はOK

金銭の貸付け金銭の貸付け

金融機関が一顧客である公務員に貸付け
を行う場合はOK

未公開株式の譲渡未公開株式の譲渡

有償であっても無償であっても違反
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検索

あなたはどの国家公務員にとっての「 利害関係者」ですか？

あなたは、利害関係者ではありません。ただし、これらの事務を担当していない国家公務員に対し

ても、繰り返し接待をするなど、社会通念上相当と認められる程度を超える場合は、法令違反となり、

相手方の国家公務員は処分されてしまいます。

「 社会通念上相当と認められる」か否かは、利益供与の理由、額、頻度、国家公務員との関係性など

を総合的に勘案して判断することとされています。

判断に迷う場合は、相手方機関又は倫理審査会事務局へお問い合わせください。

以下の職務を行う国家公務員にとって、あなたがその職務の相手方となる場合、その国家公務員

にとって、あなたは「 利害関係者」となります。

※　相談・ 通報者の指名等は窓口限りにとどめるなど、 相談・ 通報したことを理由と
して相談・ 通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期しています。

検索

国家公務員倫理審査会ＨＰ

国家公務員倫理審査会

公務員倫理ホットライン

国家公務員倫理審査会事務局 （ http://www.jinji.go.jp/rinri/）

令和２ 年11月

公務員倫理ホットライン （ 匿名での相談・通報も受け付けています）

メ ール  rinrimail@j inj i.go.j p

※　 郵送、 電話、 FAXによる通報も受け付けております。 詳細は下記のwebサイト を参照く ださい。

ＷＥＢ

あなたの事業を所管している部局の担当職員

立入検査、監査又は監察を行う担当職員

不利益処分や行政指導を行う担当職員

許認可等や補助金等の交付を行う担当職員

契約事務の担当職員

（ 注）利害関係のあった職員が異動した場合も、異動後３年間は利害関係者として取り扱われます。

利害関係者です！
合
場
い
な
し
当
該

表面の禁止行為に
要注意！！
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令和 6 年 12 月 13 日 

埼玉県熊谷県税事務所 

個人事業税に関する照会文書の送付について  

１ 不動産照会 

不動産貸付収入及び駐車場貸付収入がある方の個人事業税額算出にあたっては、

貸付物件の種類や件数等を把握する必要があります。 

そこで、令和 6 年分の貸付状況を確認するため、照会文書により「不動産の賃貸

状況明細書」の提出をお願いします。 

２ 医業照会 

医師、歯科医師、柔道整復師等を業とする方の個人事業税算出にあたっては、 

社会保険診療の収入額や自由診療の収入額等を把握する必要があります。 

そこで、令和 6 年分の収入額等を確認するため、照会文書により「社会保険診療

等に係る収入金額等の明細書」の提出をお願いします。 

３ 照会の根拠規定 

地方税法第 72 条の 55 第 4 項及び埼玉県税条例第 31 条の 10 第 3 項 

４ 回答期限等 

（１）照会文書発送予定日  令和 6 年 12 月 20 日（金） 

（２）回  答  期  限  令和 7 年 3 月 21 日（金） 

５ 問合せ先 

埼玉県熊谷県税事務所 課税第二担当（個人事業税担当） 

電話：0 4 8 - 5 2 3 - 0 4 7 5 
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○不動産の賃貸状況明細書 

○社会保険診療等に係る収入金額等の明細書

照会様式 

過去に賃貸状況を確認している場合は、

その情報を印字した様式により照会します。

令和 6 年の収入金額を御記入いただくと共に、

適宜加筆や修正をお願いします。
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